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○ 「食育」の定義（新潟市食育推進条例第２条） 

食育とは「様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、豊かで

健全な食生活を実践することができる人間を育てること」をいいます。 



いきいき暮らせる活力ある住みよいまち“にいがた”を実現するために 

～“にいがた流 食生活”を実践しよう ～ 

「食」は生命の源であり、健全な食生活は人間が健康で心豊かに生きる上での基礎となる

ものです。

新潟市では、信濃川や阿賀野川、日本海など豊かな水と、広大で美しい田園や自然環境に

恵まれた肥沃な大地で、私たちの食卓を支えてきた「米」をはじめ、野菜、果物、魚介など、

様々な食料が生産されています。

そして、私たちは家族で囲む食卓を通じて、自然の恩恵や「食」に携わる人々への感謝の

気持ち、食べ物を大切にする心を育むとともに、地域の気候風土にあった食文化を引き

継いできました。

しかし、近年、社会経済構造などが大きく変化していく中で、ライフスタイルや価値観が

多様化し、これに伴い食生活やこれを取り巻く環境も今なお変化し続けています。

日々忙しく、時間的、精神的にゆとりのない生活を送る中で、毎日の「食」の大切さに

対する意識が希薄になり、食生活の乱れによる栄養の偏りや、不規則な食事による肥満・

過度の痩身、生活習慣病の増加、生産者と消費者の距離の拡大、食料の海外依存による

生産基盤の脆弱化、伝統的な食文化の喪失といった多くの問題の発生につながっています。

本市では「食」に関するこのような課題に対処するため、行政はもとより、市民、教育

関係者、保健・医療関係者、農林漁業者、食品関連事業者などが一体となって、「様々な

経験を通じて「食」に関する知識及び「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践

する人間を育てる『食育』」を市民運動として推進するため、平成１９年３月に「新潟市

食育推進条例」を制定しました。

また、条例に基づく施策を総合的、計画的に推進するため、平成１９年８月に「第１次

新潟市食育推進計画」を策定し、「市民一人ひとりの健全な食生活の実践」「健やかな

子どもの成長」「地域の活性化、環境と調和のとれた食料生産・消費」の３つの目標を掲げ、

「いきいき暮らせる活力ある住みよいまち“にいがた”の実現」を目指して、“にいがた流

食生活の実践”を合い言葉に、市民運動として食育を推進してまいりました。

これまでの５年間の取り組みを総括し、取り組みの成果と課題の整理を行い、食育が

市民の皆さまに理解され、より一層関心が高まり、実践へと結びつくことを目指して、

「第２次新潟市食育推進計画」を策定いたしました。

この計画の策定にあたり、パブリックコメントなどを通じてご意見をお寄せください

ました多くの方々をはじめ、ご尽力いただきました食育推進会議委員の皆さまに心より

感謝申し上げますとともに、計画の実現に向けて、市民の皆さまのご支援とご協力を

お願いいたします。

平成２９年 ４月

新潟市長 篠田 昭   

市長あいさつ 
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